
フォークリフト保守点検業務委託仕様書 
 
 
１. 適用車輌 

エコマール那覇リサイクル棟が所有する下記の車輌とする。 

(１) フォークリフト：トヨタ 60-6FD20 １台 

(２) フォークリフト：住友  FB30PE  １台 

(３) フォークリフト：ニチユ FB30PN75 １台 

２. 期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

点検回数 12 回(月例点検 11 回、特定自主点検１回) 

＊履行期間内における異状については敏速に対応する。 

３. 修理及び部品の取り替え等(故障による修繕料、ノーパンクタイヤの代金及び取替工

賃、事故、又は天災地変等による損害の修理に要する費用は別途とする。) 

(１) 外注作業 

(２) 取り替え部品(消耗品) 

(３) 油脂類(エンジンオイル等及び各部のグリスアップ) 

４. 点検項目(下記項目についての点検結果報告書を所定の書式により提出する) 

〔１〕月例点検＊主な点検項目を下記に示す。 

(１) 詳細については月例自主検査(月次検査)記録表による。 

(２) 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無。 

(３) 荷役装置及び油圧装置の異常の有無。 

(４) ヘッドガード及びバックレストの異常の有無。 

〔２〕年次点検＊主な点検項目を下記に示す。 

(１) 詳細については特定自主検査(年次検査)記録表による。 

(２) 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無。 

(３) デファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無。 

(４) タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無 

(５) かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異

常の有無 

(６) 制動能力、ブレーキシュー、その他制動装置の異常の有無。 

(７) フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイル、その他荷役装置の異常の有無。 

(８) 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁、その他油圧装置の異常の有無。 

(９) 電圧、電流その他電気系統の異常の有無。 

(１０) 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計

器の異常の有無。 

  



ホイルローダ保守点検業務委託仕様書 
 

 

１. 適用車輌 

エコマール那覇リサイクル棟が所有する下記の車輌とする。 

(１) ホイルローダ：ＴＣＭ  E830  １台 

(２) ホイルローダ：日立  ZW100  １台 

２. 期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

点検回数 12 回(月例点検 11 回、特定自主点検１回) 

＊履行期間内における異常については敏速に対応する。 

３. 修理及び部品の取り替え等(故障による修繕、ノーパンクタイヤの代金及び取替工賃、

事故、又は天災地変等に依る損害の修理に要する費用は別途とする。) 

(１) 外注作業 

(２) 取り替え部品(消耗品) 

(３) 油脂類(エンジンオイル等及び各部のグリスアップ) 

４. 点検項目(下記項目についての点検結果報告書を所定の様式により提出する) 

〔１〕月例点検＊主な点検項目を下記に示す。 

(１) 詳細については月例自主検査(月次検査)記録表による。 

(２) ブレーキ、クラッチ及び操作装置及び作業装置の異常の有無。 

(３) ワイヤーロープ及びチェーンの損傷の有無。 

(４) バケット、ジッパー等の損傷の有無。 

〔２〕年次点検＊主な点検項目を下記に示す。 

(１) 詳細については特定自主検査(年次検査)記録表に依る。 

(２) 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無。 

(３) クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他走

行伝達装置の異常の有無。 

(４) 起動輪、遊動輪、上下転輪、覆帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置

の異常の有無。 

(５) かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異

常の有無。 

(６) 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシュー、その他ブレーキの異常の有無。 

(７) ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤーロープその他作業装置の異

常有無。 

(８) 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁、その他油圧装置の異常の有無。 

(９) 電圧、電流その他電気系統の異常の有無。 

(１０) 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、

警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無。 

 


